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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の流体について二つの異なる粘度を用いて流れ場を解析するシミュレーションを
行なうシミュレーション部と、該シミュレーション部で得られる前記流体の速度ベクトル
と前記被検体に送信された超音波のエコー信号に基づいて求まる前記流体の速度ベクトル
との差分ベクトルを前記シミュレーション部へフィードバックするフィードバック部と、
を有する計測融合シミュレーション部であって、前記シミュレーション部は、前記二つの
異なる粘度の他、前記差分ベクトルを用いて前記シミュレーションを行なう計測融合シミ
ュレーション部と、
　前記フィードバック部から前記シミュレーション部へフィードバックされる差分ベクト
ルの大きさに基づいて、前記二つの粘度のうち、前記流体の粘度から離れている粘度を特
定する特定部と、
　前記二つの粘度のうち、前記特定部で特定された粘度を変更して他方の粘度に近づけた
変更粘度を設定する粘度設定部と、
　前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内になると、前記変更粘度と前記他
方の粘度とから、前記流体の粘度を算定する粘度算定部と、
　を備えることを特徴とする流体粘度算定装置。
【請求項２】
　前記特定部は、前記差分ベクトルの大きさが大きい方のシミュレーションで用いられた
粘度を、前記流体の粘度から離れている粘度とすることを特徴とする請求項１に記載の粘
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度算定装置。
【請求項３】
　被検体の流体について二つの異なる粘度を用いて流れ場を解析するシミュレーションを
行なうシミュレーション部と、該シミュレーション部で得られる前記流体の速度ベクトル
と前記被検体に送信された超音波のエコー信号に基づいて求まる前記流体の速度ベクトル
との差分ベクトルを前記シミュレーション部へフィードバックするフィードバック部と、
を有する計測融合シミュレーション部であって、前記シミュレーション部は、前記二つの
異なる粘度の他、前記差分ベクトルを用いて前記シミュレーションを行なう計測融合シミ
ュレーション部と、
　前記シミュレーション部におけるシミュレーションの収束時間に基づいて、前記二つの
粘度のうち、前記流体の粘度から離れている粘度を特定する特定部と、
　前記二つの粘度のうち、前記特定部で特定された粘度を変更して他方の粘度に近づけた
変更粘度を設定する粘度設定部と、
　前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内になると、前記変更粘度と前記他
方の粘度とから、前記流体の粘度を算定する粘度算定部と、
　を備えることを特徴とする流体粘度算定装置。
【請求項４】
　前記特定部は、前記収束時間が長い方のシミュレーションで用いられた粘度を、前記流
体の粘度から離れている粘度とすることを特徴とする請求項３に記載の粘度算定装置。
【請求項５】
　前記粘度算定部は、前記変更粘度から前記他方の粘度までの範囲に含まれる特定値を、
前記流体の粘度として算定することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の粘
度算定装置。
【請求項６】
　前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内であるか否かを判定する判定部を
備え、
　前記判定部によって、前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内ではないと
判定された場合、前記シミュレーション部は、前記変更粘度と前記他方の粘度を用いて再
度シミュレーションを行なうことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の粘度
算定装置。
【請求項７】
　前記シミュレーション部は、前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内にな
るまで、前記粘度設定部によって繰り返し設定される変更粘度及び前記他方の粘度による
シミュレーションを繰り返し行うことを特徴とする請求項６に記載の流体粘度算定装置。
【請求項８】
　前記粘度算定部によって算定された流体の粘度を表示する表示部を備えることを特徴と
する請求項１～７のいずれか一項に記載の流体粘度算定装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の流体粘度算定装置を有することを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　被検体の流体について二つの異なる粘度を用いて流れ場を解析するシミュレーションを
行なうシミュレーション機能と、該シミュレーション機能で得られる前記流体の速度ベク
トルと、前記被検体に送信された超音波のエコー信号に基づいて求まる前記流体の速度ベ
クトルとの差分ベクトルを前記シミュレーション機能によるシミュレーションを行なうた
めにフィードバックするフィードバック機能と、を含む計測融合シミュレーション機能で
あって、前記シミュレーション機能は、前記二つの異なる粘度の他、前記差分ベクトルを
用いて前記シミュレーションを行なう計測融合シミュレーション機能と、
　前記フィードバック部から前記シミュレーション部へフィードバックされる差分ベクト



(3) JP 5851907 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

ルの大きさに基づいて、前記二つの粘度のうち、前記流体の粘度から離れている粘度を特
定する特定機能と、
　前記二つの粘度のうち、前記特定機能で特定された粘度を変更して他方の粘度に近づけ
た変更粘度を設定する粘度設定機能と、
　前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内になると、前記変更粘度と前記他
方の粘度とから、前記流体の粘度を算定する粘度算定機能と、
　を実行させることを特徴とする流体粘度算定装置の流体粘度算定プログラム。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　被検体の流体について二つの異なる粘度を用いて流れ場を解析するシミュレーションを
行なうシミュレーション機能と、該シミュレーション機能で得られる前記流体の速度ベク
トルと、前記被検体に送信された超音波のエコー信号に基づいて求まる前記流体の速度ベ
クトルとの差分ベクトルを前記シミュレーション機能によるシミュレーションを行なうた
めにフィードバックするフィードバック機能と、を含む計測融合シミュレーション機能で
あって、前記シミュレーション機能は、前記二つの異なる粘度の他、前記差分ベクトルを
用いて前記シミュレーションを行なう計測融合シミュレーション機能と、
　前記フィードバック部から前記シミュレーション部へフィードバックされる差分ベクト
ルの大きさに基づいて、前記二つの粘度のうち、前記流体の粘度から離れている粘度を特
定する特定機能と、
　前記二つの粘度のうち、前記特定機能で特定された粘度を変更して他方の粘度に近づけ
た変更粘度を設定する粘度設定機能と、
　前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内になると、前記変更粘度と前記他
方の粘度とから、前記流体の粘度を算定する粘度算定機能と、
　を実行させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　被検体の流体について二つの異なる粘度を用いて流れ場を解析するシミュレーションを
行なうシミュレーション機能と、該シミュレーション機能で得られる前記流体の速度ベク
トルと、前記被検体に送信された超音波のエコー信号に基づいて求まる前記流体の速度ベ
クトルとの差分ベクトルを前記シミュレーション機能によるシミュレーションを行なうた
めにフィードバックするフィードバック機能と、を有する計測融合シミュレーション機能
であって、前記シミュレーション機能は、前記二つの異なる粘度の他、前記差分ベクトル
を用いて前記シミュレーションを行なう計測融合シミュレーション機能と、
　前記シミュレーション機能におけるシミュレーションの収束時間に基づいて、前記二つ
の粘度のうち、前記流体の粘度から離れている粘度を特定する特定機能と、
　前記二つの粘度のうち、前記特定機能で特定された粘度を変更して他方の粘度に近づけ
た変更粘度を設定する粘度設定機能と、
　前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内になると、前記変更粘度と前記他
方の粘度とから、前記流体の粘度を算定する粘度算定機能と、
　を実行させることを特徴とする流体粘度算定装置の流体粘度算定プログラム。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　被検体の流体について二つの異なる粘度を用いて流れ場を解析するシミュレーションを
行なうシミュレーション機能と、該シミュレーション機能で得られる前記流体の速度ベク
トルと、前記被検体に送信された超音波のエコー信号に基づいて求まる前記流体の速度ベ
クトルとの差分ベクトルを前記シミュレーション機能によるシミュレーションを行なうた
めにフィードバックするフィードバック機能と、を有する計測融合シミュレーション機能
であって、前記シミュレーション機能は、前記二つの異なる粘度の他、前記差分ベクトル
を用いて前記シミュレーションを行なう計測融合シミュレーション機能と、
　前記シミュレーション機能におけるシミュレーションの収束時間に基づいて、前記二つ
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の粘度のうち、前記流体の粘度から離れている粘度を特定する特定機能と、
　前記二つの粘度のうち、前記特定機能で特定された粘度を変更して他方の粘度に近づけ
た変更粘度を設定する粘度設定機能と、
　前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内になると、前記変更粘度と前記他
方の粘度とから、前記流体の粘度を算定する粘度算定機能と、
　を実行させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液などの流体の粘度を算定する流体粘度算定装置、超音波診断装置、流体
粘度算定装置の流体粘度算定プログラム及び超音波診断装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液の粘度は、健康のバロメータとして一般的に認識が高い。近年では、メタボリック
シンドローム（特に高脂血症）の進行と血液の粘度とを関連付ける研究も多い。
【０００３】
　従来、血液粘度の検査として、被検体から採取した血液サンプルを試験機にかけて行な
う手法が広く行われている（例えば、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】有限会社山久化成ホームページ、血液サラサラ測定装置の紹介ページ、
平成２４年３月７日検索、URL：http://www.yamahisa-net.co.jp/product/kenkoukanri/m
cfan/mcfan.htm
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、被検体から採取された血液は時間の経過とともに変質する。従って、検査によ
って得られた粘度が実際の粘度とは異なる恐れがある。また、被検体から血液を採取する
必要があるので侵襲的であり、できるだけ非侵襲で血液の粘度を得ることができる手法が
望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願発明者は、上記課題を解決すべく、特許第４２６９６２３号公報やその他非特許文
献（例えば、船本健一、早瀬敏幸、「医療計測と数値シミュレーションを融合した血管内
血流の解析」、可視化情報、ｖｏｌ．２９、ＮＯ．１１４（２００９年７月）、ｐ．２０
－ｐ．２６）等に記載された流体の流れ場を解析する計測融合シミュレーション（ｓｉｍ
ｕｌａｔｉｏｎ）に着目した。この計測融合シミュレーションでは、数値シミュレーショ
ンで得られた前記流体の速度ベクトル（ｖｅｃｔｏｒ）と、前記被検体に送信された超音
波のエコー（ｅｃｈｏ）信号に基づいて求まる前記流体の速度ベクトルとの差（差分ベク
トル）がフィードバック（ｆｅｅｄｂａｃｋ）されて数値シミュレーションを行なう。こ
の数値シミュレーションを行なうにあたっては、流体の粘度をパラメータ（ｐａｒａｍｅ
ｔｅｒ）として用いる。本願発明者は、数値シミュレーションにおけるパラメータとして
用いた粘度と、流体の実際の粘度との差によって、前記差分ベクトルの大きさや数値シミ
ュレーションの収束時間が変わるなど、数値シミュレーションに影響を与えると考え、本
願発明に至った。
　すなわち、上記課題を解決するためになされた発明は、被検体の流体について二つの異
なる粘度を用いて流れ場を解析するシミュレーションを行なうシミュレーション部と、こ
のシミュレーション部で得られる前記流体の速度ベクトルと、前記被検体に送信された超
音波のエコー信号に基づいて求まる前記流体の速度ベクトルとの差分ベクトルを前記シミ
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ュレーション部によるシミュレーションを行なうためにフィードバックするフィードバッ
ク部と、前記シミュレーション部で行われるシミュレーションに基づいて、前記二つの粘
度のうち、前記流体の粘度から離れている粘度を特定する特定部と、前記二つの粘度のう
ち、前記特定部で特定された粘度を変更して他方の粘度に近づけた変更粘度を設定する粘
度設定部と、前記変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内になると、前記変更粘
度と前記他方の粘度とから、前記流体の粘度を算定する粘度算定部と、を備えることを特
徴とする流体粘度算定装置である。
【発明の効果】
【０００７】
　上記観点の発明によれば、前記シミュレーション部で行われるシミュレーションに基づ
いて、前記二つの粘度のうち、前記流体の粘度から離れている粘度を変更して他方の粘度
に近づけた変更粘度を設定し、この変更粘度と前記他方の粘度との差が所定の範囲内にな
ると、流体の粘度が算定されるので、非侵襲でより正確な粘度を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る流体粘度算定装置の一実施形態の解析ワークステーションの概略構
成の一例を示すブロック図である。
【図２】超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図３】エコーデータ処理部の詳細構成を示すブロック図である。
【図４】血液の粘度を算定するための処理を示すフローチャートである。
【図５】変更粘度の設定を説明する図である。
【図６】変更粘度と他方の粘度との差が所定の範囲内ではない状態を示す図である。
【図７】変更粘度と他方の粘度との差が所定の範囲内である状態を示す図である。
【図８】第二実施形態の超音波診断装置におけるエコーデータ処理部と制御部の構成を示
すブロック図である。
【図９】第二実施形態において、血液の粘度を算定するための処理を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
（第一実施形態）
　先ず、第一実施形態について、図１～図７に基づいて説明する。本発明に係る流体粘度
算定装置は、図１に示す解析ワークステーション（ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ）１において
実現される。前記解析ワークステーション１は、汎用のパーソナルコンピュータ（ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）であってもよい。解析ワークステーション１は、本発明
に係る流体粘度算定装置の実施の形態の一例である。
【００１０】
　前記解析ワークステーション１は、被検体内の流体の流れ場を解析するものであり、コ
ンピュータとして既知の構成を有している。ここでは、その詳細な構成は省略するものと
し、機能ブロックについて主として説明する。
【００１１】
　前記解析ワークステーション１は、前記計測融合シミュレーション部２、特定部３、粘
度設定部４、判定部５、粘度算定部６、表示部７、記憶部８を有している。前記計測融合
シミュレーション部２は、数値シミュレーション部２１及びフィードバック部２２を有し
ている。前記数値シミュレーション部２１は、血液などの流体の流れ場を解析する数値シ
ミュレーションを行なう（数値シミュレーション機能）。前記数値シミュレーション部２
１は、本発明に係るシミュレーション部の実施の形態の一例である。また、前記数値シミ
ュレーション部２１が実行する数値シミュレーション機能は、本発明におけるシミュレー
ション機能の実施の形態の一例である。
【００１２】
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　前記数値シミュレーション部２１による数値シミュレーションでは、ナビエ・ストーク
ス（Ｎａｖｉｅｒ－Ｓｔｏｋｅｓ）方程式と圧力方程式を基本支配方程式とする。後述す
るように、ナビエ・ストークス方程式では、粘度を含む項を有している。前記数値シミュ
レーション部２１は、二つの異なる粘度μを用いて、数値シミュレーションＳｍ１、Ｓｍ
２を行なう。詳細は後述する。
【００１３】
　前記フィードバック部２２には、被検体に送信された超音波のエコー信号に基づいて作
成される流体情報が、超音波診断装置１００から入力される。前記フィードバック部２２
では、前記数値シミュレーション部２１で得られる流体情報と前記超音波診断装置１００
から入力される流体情報との差を算出して、前記数値シミュレーション部２１へフィード
バックする（フィードバック機能）。詳細は後述する。前記フィードバック部２２は、本
発明におけるフィードバック部の実施の形態の一例である。また、前記フィードバック部
２２が実行するフィードバック機能は、本発明におけるフィードバック機能の実施の形態
の一例である。
【００１４】
　前記超音波診断装置１００から入力される流体情報は、カラードプラデータである。ま
た、前記超音波診断装置１００からは、後述するようにＢモードデータも前記解析ワーク
ステーション１へ入力される。
【００１５】
　前記特定部３は、前記数値シミュレーション部２１で行われるシミュレーションに基づ
いて、前記二つの粘度μのうち、解析対象の流体の粘度から離れている粘度を特定する（
特定機能）。前記二つの粘度μのうち、解析対象の流体の粘度から離れている粘度をμｆ
、解析対象の粘度に近い粘度をμｎとする。前記特定部３は、本発明における特定部の実
施の形態の一例である。また、前記特定部３が実行する特定機能は、本発明における特定
機能の実施の形態の一例である。
【００１６】
　前記粘度設定部４は、前記二つの粘度μのうち、前記特定部３で特定された前記粘度μ
ｆを変更して粘度μｎに近づけた変更粘度μｆ′を設定する（粘度設定機能）。前記粘度
設定部４は、本発明における粘度設定部の実施の形態の一例である。また、前記粘度設定
部４が実行する粘度設定機能は、本発明における粘度設定機能の実施の形態の一例である
。
【００１７】
　前記判定部５は、前記変更粘度μｆ′と前記粘度μｎとが所定の範囲内であるか否かを
判定する。
【００１８】
　前記粘度算定部６は、前記変更粘度μｆ′と前記粘度μｎとが所定の範囲内になると、
解析対象の流体の粘度を算定する。前記粘度算定部６は、本発明における粘度算定部の実
施の形態の一例である。また、前記粘度算定部６が実行する粘度算定機能は、本発明にお
ける粘度算定機能の実施の形態の一例である。
【００１９】
　ちなみに、前記特定部３、前記粘度設定部４、判定部５及び前記粘度算定部６の処理に
ついても、詳細は後述する。
【００２０】
　前記表示部７は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）やＣＲＴ
（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などである。前記表示部７は、本発明における表
示部の実施の形態の一例である。また、前記記憶部８は、半導体メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）
やハードディスクドライブ（Ｈａｒｄ　ｄｉｓｋ　ｄｒｉｖｅ）などである。
【００２１】
　次に、前記超音波診断装置１００について図２に基づいて説明する。前記超音波診断装
置１００は、超音波プローブ１０１、送受信部１０２、エコーデータ処理部１０３、表示
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制御部１０４、表示部１０５、操作部１０６、制御部１０７及び記憶部１０８を備える。
【００２２】
　前記超音波プローブ１０１は、生体組織に対して超音波の送受信を行なう。また、前記
送受信部１０２は、前記超音波プローブ１０１を所定のスキャンパラメータで駆動させて
スキャン面を走査させる。そして、前記送受信部１０２は、前記超音波プローブ１０１で
得られたエコー信号について、整相加算処理等の信号処理を行なう。
【００２３】
　前記エコーデータ処理部１０３は、図３に示すようにＢモード処理部１０３１及びドプ
ラ処理部１０３２を有する。前記Ｂモード処理部１０３１は、前記送受信部１０２から出
力されたエコー信号に対し、対数圧縮処理及び包絡線検波処理等を含むＢモード処理を行
なってＢモードデータを作成する。また、前記ドプラ処理部１０３２は、前記送受信部１
０２から出力されたエコー信号に対し、直交検波処理及びフィルタ処理等を含むドプラ（
ｄｏｐｐｌｅｒ）処理を行なってドプラデータを作成したりする。ドプラデータは、例え
ば血流などの流体の速度、分散、パワーを含むカラードプラデータである。
【００２４】
　前記表示制御部１０４は、前記Ｂモードデータに対し、スキャンコンバータ（Ｓｃａｎ
　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）による走査変換を行なってＢモード画像データを作成し、このＢ
モード画像データに基づくＢモード画像を前記表示部１０５に表示させる。ただし、前記
表示制御部１０４は、Ｂモード画像データの作成に加え、前記ドプラデータに対してスキ
ャンコンバータによる走査変換を行なってカラードプラ画像データを作成し、このカラー
ドプラ画像データに基づくカラードプラ画像を表示させるようになっていてもよい。
【００２５】
　前記表示部１０５は、ＬＣＤやＣＲＴなどである。前記操作部１０６は、操作者が指示
や情報を入力するためのキーボード及びポインティングデバイス（図示省略）などを含ん
で構成されている。
【００２６】
　前記制御部１０７は、特に図示しないがＣＰＵ（ＣｅｎｔＲａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）を有して構成される。この制御部１０７は、前記記憶部１０８に記憶され
た制御プログラムを読み出し、前記超音波診断装置１の各部における機能を実行させる。
【００２７】
　前記記憶部１０８は、半導体メモリやハードディスクドライブなどである。
【００２８】
　さて、本例の解析ワークステーション１による流体の粘度の算定について説明する。こ
こでは、被検体の血液の粘度を算定する例について、図４のフローチャートに基づいて説
明する。先ず、ステップＳ１では、前記超音波診断装置１００において、被検体に対して
超音波の送受信を行ない、少なくとも数心周期分のエコー信号を取得する。前記超音波診
断装置１００では、エコー信号に基づいてＢモードデータ及びカラードプラデータが作成
される。Ｂモードデータ及びカラードプラデータは、前記解析ワークステーション１の前
記記憶部８へ入力され記憶される。
【００２９】
　次に、ステップＳ２では、前記計測融合シミュレーション部２が計測融合シミュレーシ
ョンを行なう。計測融合シミュレーションは、前記超音波診断装置１００において得られ
る超音波ドプラ計測と数値シミュレーションとを融合した血流解析手法である。
【００３０】
　ステップＳ２における計測融合シミュレーションについて具体的に説明する。この計測
融合シミュレーションは、上述の特許第４２６９６２３号公報等の記載と基本的には同様
にして行われる。先ず、前記数値シミュレーション部２１は、前記記憶部８に記憶された
Ｂモードデータに基づいて、被検体における血管を特定する。ここで、血管はＢモード画
像において低輝度で表示される。従って、前記数値シミュレーション部２１は、Ｂモード
データを二値化することにより、血管を特定することができる。前記数値シミュレーショ
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ン部２１は、特定された血管内に、数値シミュレーションを行なう計算格子を設定する。
【００３１】
　前記計測融合シミュレーション部２１は、前記各計算格子に対して数値シミュレーショ
ンを行なう。前記計測融合シミュレーション部２は、前記超音波診断装置１００において
計測された血流の速度ベクトルと数値シミュレーションで得られる速度ベクトルとの誤差
に応じた体積力をフィードバックして反復計算を行ない実際の血流場に収束するよう数値
シミュレーションを行なう。
【００３２】
　具体的には、前記数値シミュレーション部２１は、数値シミュレーションにおいて、下
記（式１）のナビエ・ストークス方程式と、下記（式２）の圧力方程式のそれぞれに、前
記フィードバック部２２からのフィードバック信号である体積力（ベクトルｆ）を加えた
式を基本支配方程式とする。
【数１】

【数２】

　上記（式１）及び（式２）において、ベクトルｕは三次元の速度ベクトル、ｐは圧力、
ρは密度、μは粘度である。これら圧力ｐ、密度ρ及び粘度μとしては、設定された所定
値が用いられる。
【００３３】
　前記フィードバック部２２は、前記数値シミュレーション部２１で得られる血流速の速
度ベクトルｕｃの超音波ビーム方向の速度成分と、前記超音波診断装置１００の前記ドプ
ラ処理部１０３２で得られた超音波ビーム方向の速度成分ｕｍ（ベクトル）の差（本発明
の差分ベクトル）を求めて、フィードバックする。
【００３４】
　実際の前記フィードバック部２２からのフィードバック信号であるベクトルｆ（体積力
）は、下記（式３）である。
【数３】

　上記（式３）において、Ｋはフィードバックゲインであり、ベクトルｕｃ及びベクトル
ｕｍは三次元ベクトルで、ベクトルｕｃ＝［ｕｃ，ｖｃ，ｗｃ］、ベクトルｕｍ＝［ｕｍ
，ｖｍ，ｖｃ］である（上述の特許第４２６９６２３号の段落［０００８］及び図７参照
）。前記ベクトルｆは、本発明の差分ベクトルの実施の形態の一例である。
【００３５】
　前記数値シミュレーション部２１は、二つの異なる粘度を用いた数値シミュレーション
を行なう。具体的には、前記（式１）において、粘度μをμ１としたナビエ・ストークス
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方程式ＮＳ１を用いた数値シミュレーションＳｍ１と、前記（式１）において、粘度μを
μ２（μ１≠μ２）としたナビエ・ストークス方程式ＮＳ２を用いた数値シミュレーショ
ンＳｍ２とを行なう。
【００３６】
　前記粘度μ１，μ２は、例えば被検体における血液がとりうる粘度の範囲の最小値と最
大値に設定される。従って、前記粘度μ１と前記粘度μ２の間に実際の血液の粘度が含ま
れる。
【００３７】
　次に、ステップＳ３では、前記特定部３が、前記数値シミュレーションＳｍ１，Ｓｍ２
に基づいて、前記粘度μ１，μ２のうち、実際の血液の粘度から離れていると推定される
粘度（前記粘度μｆ）を特定する。例えば、前記特定部３は、前記ベクトルｆの大きさに
基づいて、前記粘度μ１，μ２のうち、どちらが実際の血液の粘度から離れているか判定
する。
【００３８】
　ここで、数値シミュレーションにおいて設定された粘度μが、実際の血液の粘度から離
れているほど、前記数値シミュレーション部２１で得られる血流速の速度ベクトルと前記
超音波診断装置１００のドプラ処理部１０３２で得られる血流速の速度ベクトルとの差が
大きくなるので、前記ベクトルｆの大きさは大きくなる。従って、前記特定部３は、前記
数値シミュレーションＳｍ１におけるベクトルｆと，前記数値シミュレーションＳｍ２に
おけるベクトルｆとを比較する。そして、ベクトルｆの大きさが大きい方の数値シミュレ
ーションで用いられた粘度μを、実際の血液の粘度から離れているとする。前記数値シミ
ュレーションＳｍ１，Ｓｍ２でそれぞれ用いられる二つの粘度のうち、実際の血液の粘度
から離れている方が前記粘度μｆであり、近い方が前記粘度μｎである。
【００３９】
　次に、ステップＳ４では、図５に示すように、前記粘度設定部４が、前記粘度μｆ，μ
ｎのうち、一方の前記粘度μｆを他方の前記粘度μｎに近づけた変更粘度μｆ′を設定す
る。例えば、前記粘度設定部４は、黄金分割法などの手法を用いて変更粘度μｆ′を設定
する。ただし、黄金分割法に限られるものではない。
【００４０】
　ちなみに、図５において符号μｒは実際の血液の粘度である。この粘度μｒは、前記粘
度μｆと前記粘度μｎの間に含まれている。
【００４１】
　次に、ステップＳ５では、前記判定部５が、前記変更粘度μｆ′と他方の前記粘度μｎ
との差ｄが所定の範囲Ｘ内であるか否かを判定する。前記所定の範囲Ｘについては後述す
る。
【００４２】
　前記ステップＳ５において、図６に示すように、前記変更粘度μｆ′と前記粘度μｎと
の差ｄが所定の範囲Ｘ内ではないと判定された場合（前記ステップＳ５において「ＮＯ」
）、前記ステップＳ２の処理へ戻り、再び前記ステップＳ２～Ｓ５の処理を繰り返す。こ
の場合の前記ステップＳ２における数値シミュレーションＳｍ１，Ｓｍ２では、前記変更
粘度μｆ′と前記粘度μｎとが用いられる。
【００４３】
　一方、前記ステップＳ５において、図７に示すように、前記変更粘度μｆ′と前記粘度
μｎとの差ｄが所定の範囲Ｘ内であると判定された場合（前記ステップＳ５において「Ｙ
ＥＳ」）、ステップＳ６の処理へ移行する。このステップＳ６では、前記粘度算定部６が
、前記変更粘度μｆ′と前記粘度μｎとから、血液の粘度を算定する。前記粘度算定部６
は、例えば前記変更粘度μｆ′と前記粘度μｎの中間の値を、流体の粘度と推定する。た
だし、前記粘度算定部６によって算定される粘度は、前記変更粘度μｆ′から前記粘度μ
ｎまでの範囲に含まれる特定値であればよく、上述のものに限られるものではない。
【００４４】
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　ここで、前記ステップＳ５で前記判定部５による判定基準とされる前記所定の範囲Ｘは
、前記ステップＳ６において算定される粘度が、実際の血液の粘度と一致するかできるだ
け近い値になるように設定される。
【００４５】
　前記粘度算定部６によって算定された粘度は、前記解析ワークステーション１の表示部
７に表示されてもよい。
【００４６】
　以上説明した本例によれば、前記解析ワークステーション１によって、非侵襲でより正
確な血液の粘度を得ることができる。
【００４７】
　また、本例によれば、特に血管の分岐部分や蛇行している部分において、正確な血液の
粘度を得ることができる。その理由について説明する。血管の分岐部分や蛇行している部
分においては、血液の粘度が高くなるほど乱流が発生しやすく、その結果前記ベクトルｆ
の大きさが大きくなるので、数値シミュレーションＳｍ１，Ｓｍ２におけるベクトルｆは
、これら数値シミュレーションＳｍ１，Ｓｍ２で用いられた粘度と実際の血液の粘度との
差をより確実に反映した大きさになり、なおかつ二つのベクトルｆの大きさの差が顕著に
なりやすい。従って、ステップＳ３において、数値シミュレーションＳｍ１，Ｓｍ２で用
いられた二つの粘度のうち、実際の血液の粘度から離れている方をより正確に特定でき、
最終的により正確な血液の粘度を得ることができる。
【００４８】
（第二実施形態）
　次に、第二実施形態について説明する。以下、第一実施形態と同一の構成については同
一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００４９】
　本例では、前記超音波診断装置１００が流体粘度算定装置を有している。具体的には、
図８に示すように、本例の超音波診断装置１００の制御部１０７は、第一実施形態の解析
ワークステーション１とほぼ同一の構成になっている。すなわち、前記制御部１０７は、
計測融合シミュレーション部２、特定部３、粘度設定部４、判定部５、粘度算定部６を有
している。
【００５０】
　本例の超音波診断装置１００においては、図９に示すフローチャートの処理が行われて
被検体の血液の粘度が算定される。この図９のフローチャートも、第一実施形態の図４に
示されたフローチャートと基本的には同一であるが、ステップＳ１′の処理が異なってい
る。このステップＳ１′では、上述のステップＳ１と同様に、被検体に対して超音波の送
受信を行なって、少なくとも数心周期分のエコー信号を取得する。そして、このエコー信
号に基づいて作成されたＢモードデータ及びカラードプラデータは、前記制御部１０７へ
入力される。前記Ｂモードデータは、前記数値シミュレーション部２１へ入力される。ま
た、前記カラードプラデータは、前記フィードバック部２２へ入力される。
【００５１】
　本例では、前記ステップＳ６において、前記粘度算定部６によって算定された粘度が、
前記超音波診断装置１００の表示部１０５に表示されてもよい。本例では、前記表示部１
０５が本発明における表示部の実施の形態の一例である。
【００５２】
　以上説明した本例においても、超音波診断装置１００によって、第一実施形態と同様に
、非侵襲でより正確な血液の粘度を得ることができる。
【００５３】
　以上、本発明を前記各実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範
囲で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、前記ステップＳ３において、前
記特定部３は、前記数値シミュレーション部２１によって行われた数値シミュレーション
Ｓｍ１，Ｓｍ２の収束時間に基づいて、実際の血液の粘度から離れている方の前記粘度μ
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ｆを特定してもよい。ここで、数値シミュレーションＳｍ１，Ｓｍ２で用いられた粘度μ
が、実際の血液の粘度から離れているほど、数値シミュレーションの収束時間は長くなる
。従って、前記特定部３は、前記数値シミュレーションＳｍ１，Ｓｍ２のうち、収束時間
が長い方の数値シミュレーションで用いられた粘度μを、実際の血液の粘度から離れてい
るとする。
【符号の説明】
【００５４】
　　１　解析ワークステーション（流体粘度算定装置）
　　３　特定部
　　４　粘度設定部
　　５　判定部
　　６　粘度算定部
　　７　表示部
　　２１　数値シミュレーション部
　　２２　フィードバック部
　　１００　超音波診断装置
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